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Ⅰ 計画の基本的な考え⽅ 
１ 計画策定の趣旨と背景 

私たちが暮らす社会においては、障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無によって分

け隔てられることなく、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重しあい、ともに支

えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求められています。 

また、近年、障害のある人や家族の高齢化、障害の重度化が進む中で、障害福祉サービス

等に対するニーズはますます複雑多様化しており、すべての障害のある人が、地域で安心し

て生活できるまちづくりが求められます。 

このたび、「松原市第４次障害者計画」「第７期松原市障害福祉計画及び第３期松原市障害

児福祉計画」を策定し、障害者・児施策の基本的方向性と具体的な取組について定めるとと

もに、障害福祉サービス等の具体的な成果目標と活動指標を設定し、その達成方策を明らか

にします。 

 

２ 計画の位置づけ 
本計画は、「松原市第５次総合計画（令和元年度～令和８年度）」を最上位計画とし、その他

の関連計画、関連分野における施策との整合を図りながら推進します。 
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松原市地域福祉計画 

 

 

○障害者基本法（第１１条第３項）に基づく計画 

○障害者施策に関する基本的な事項を定める計画 

○中長期にわたる計画 

○多分野にわたる計画（広報啓発、相談・情報提供、 

保健・医療・福祉サービス、教育、雇用・就業、 

スポーツ・レクリエーション・文化活動、コミュニケーション、

バリアフリー・福祉のまちづくり、防犯・防災対策 等） 

 

 

 

○障害者総合支援法（第８８条第１項）に基づく計画 

○児童福祉法（第３３条の２０第１項）に基づく計画 

○障害福祉サービス等の確保に関する行動計画 

○３年を１期とする計画 

○各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごと

の必要量の見込み、及び確保の方策、地域生活支援事業

の実施に関する事項等を定める計画 

松原市第４次障害者計画 ・健
康
ま
つ
ば
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本計画は持続可能な開発目標 SDGｓ（エスディージーズ）における全１７の目標分野のうち、

「目標１ 貧困をなくそう」「目標３ すべての人に健康と福祉を」「目標４ 質の高い教育をみ

んなに」「目標８ 働きがいも経済成長も」「目標１０ 人や国の不平等をなくそう」「目標１１ 住

み続けられるまちづくりを」「目標１６ 平和と公平をすべての人に」「目標１７ パートナーシッ

プで目標を達成しよう」の８分野に関わる施策内容を含んでいます。 

 

 

   

  

    

 

 

３ 計画の期間 
「松原市第４次障害者計画」は、令和６年度から令和１１年度ま

での６か年を計画期間とします。障害のある人を取り巻く社会環

境に多大な影響を与える社会情勢の変化や法令・制度の変更が

生じた場合は、適時に必要な見直しを行います。 

「第７期松原市障害福祉計画・第３期松原市障害児福祉計画」

は令和６年度から令和８年度までの３か年を計画期間とします。 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

         

 

 

  

松原市第 3 次障害者計画 

（平成 30 年度～令和 5 年度） 

第６期松原市障害福祉計画 
第２期松原市障害児福祉計画 

第７期松原市障害福祉計画 
第３期松原市障害児福祉計画

松原市第 4 次障害者計画 

（令和 6 年度～令和 11 年度） 

第８期松原市障害福祉計画 
第４期松原市障害児福祉計画
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Ⅱ 本市における動向 
（１）身体障害者手帳所持者数の推移 

本市における身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、令和５年３月末日現在４，８０２

人となっており、その約 4 割半ばを重度（1 級・2 級）の人が占めています。 

 

身体障害者手帳所持者の等級別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉行政報告例（各年度末現在） 

 

（２）療育手帳所持者数の推移 
療育手帳所持者数は増加傾向にあり、令和５年３月末日現在１，６４６人となっています。

Ｂ２（軽度）の手帳所持者数の伸びが大きくなっています。 

 

障害の程度別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

資料：福祉行政報告例（各年度末現在）
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（３）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 
精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあり、令和５年３月末日現在１，４５８人と

なっています。２級と３級は増加傾向となっています。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：福祉行政報告例（各年度末現在） 

 

（４）障害児の就学・就園状況 
令和４年５月１日現在、市立小中学校における支援学級は計１０６学級、在籍児童・生徒数は

５６６人で、学級数、在籍児童・生徒数ともに増加傾向にあります。また、視覚支援・聴覚支援・

支援学校に通っている児童・生徒数は計５８人となっています。 

 

支援学級の状況（小学校・中学校） 

単位：人 

 
平成 29 年 

(2017) 

平成 30 年

(2018) 

令和元年 

(2019) 

令和 2 年 

(2020) 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

小
学
校 

設置校数（校） 15 校 15 校 15 校 15 校 15 校 15 校

総児童数 5,559 5,509 5,369 5,279 5,137 5,005

学級数（学級） 55 組 60 組 64 組 64 組 68 組 74 組

児童数 258 284 309 343 362 411

中
学
校 

設置校数（校） 7 校 7 校 7 校 7 校 7 校 7 校

総生徒数 3,091 2,863 2,759 2,643 2,657 2,601

学級数（学級） 22 組 25 組 27 組 27 組 28 組 32 組

生徒数 108 104 112 123 140 155

資料：教育委員会（各年５月１日現在）
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Ⅲ 松原市第４次障害者計画 
１ 基本理念と基本目標 

本計画では、これまでの基本理念「障害のある人もない人も安心していきいきと暮らせる

まちづくりを目指す」を継承し、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、尊厳の尊重と

障害者の権利の実現を目指します。そのために、誰もが生まれながらに持つ固有の尊厳に焦

点を当てる「障害の人権モデル」を基礎とし、その上で、障害とは、障害者と障害者を取り巻く

社会環境の相互関係によりもたらされているという「障害の社会モデル」の考え方に基づき、

障害のある人もない人も、お互いの個性を認め合い尊重し、それぞれの役割と責任を持って

共に社会の一員として、社会活動に参加し、安心・快適な生活を送ることができる共生社会の

充実を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人ひとりが望む暮らしができるまち 

障害者本人の自己決定を尊重する観点から、障害者本人が適切に意思決定

を行い、その意思を表明することができるよう支援した上で、個別的な支援の

必要性を踏まえつつ、ライフステージに応じた生活支援を充実し、本人が望む

暮らしの実現を目指します。 

 

自らの能力を発揮して自己実現できるまち 

乳児から成人まで個人の成長段階に応じて、保健・医療・福祉・教育等の必要

な支援を一体的に受けられる体制づくりにより、一人ひとりの持てる能力の発

揮を促すとともに、生きがいや生活の質の向上につながる自己表現、自己実現

を支援します。 

 

誰もが安心して暮らせるユニバーサルデザインのまちづくり 

物理的なバリア（障壁）のみならず、社会的、制度的、心理的、情報面での障壁

をできる限り除去することを目指すとともに、障害の有無、年齢、性別等に関わ

らず多様な人々が利用しやすいように、生活環境をデザインするユニバーサル

デザインの考え方に基づいたまちづくりを推進します。 

  

基本理念 

３つの基本目標 

障害のある人もない人も 安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指す 
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２ 施策体系 

テーマ 項目 取組 

テーマ 1 

生きる 

（1）差別の解消と権利擁護 ①人権啓発・人権教育の推進 

②市民的権利の保障 

③権利擁護の推進 

④虐待の防止 

テーマ２ 

くらし 

（2）生活支援 ⑤相談支援体制及びケアマネジメント体制の充実

⑥障害福祉サービスの充実（障害者児福祉計画） 

⑦福祉手当制度等の周知 

⑧情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援

の充実 

⑨保健・医療体制の充実 

（3）生活環境 ⑩福祉のまちづくりの推進 

⑪住まいの確保と住環境の整備 

⑫交通・移動環境の整備 

⑬防災対策の推進 

⑭防犯・消費対策の推進 

⑮地域における見守りネットワークづくり 

⑯セーフコミュニティ活動の推進 

テーマ３ 

学び育つ 

（4）療育・教育 ⑰療育・支援保育の充実 

⑱支援教育の充実 

⑲放課後の居場所づくり 

⑳インクルーシブ教育の推進 

（5）社会参加 ㉑スポーツ活動・レクリエーション機会の充実 

㉒文化・芸術活動機会の充実 

㉓ボランティア活動の促進 

㉔地域活動への参加の促進 

テーマ４ 

はたらく 

（6）雇用・就業 ㉕就労支援の充実 

㉖雇用機会の拡大 
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３ 取組方針 

テーマ１ ⽣きる 

「障害者権利条約」「障害者基本法」の目的を広く市民に浸透するための情報発信や意識啓

発及び権利擁護を、あらゆる機会を通じて行います。また、幼少期から自分を大切にすると

ともに相手も尊重するための人権教育を推進します。 

 

テーマ２ くらし 

相談支援では、乳幼児期から学童期、成人期、高齢期と切れ目のない相談支援体制を充実

して、障害者がライフステージに応じた相談支援と障害福祉サービス等の提供、生活支援を

受けることができるように努めます。相談支援や障害福祉サービス等の提供にあたっては、

障害者の意向を尊重し、意思決定への支援を行い、本人が望む暮らしの実現を目指します。 

保健・医療分野では、障害者の生活の質を高めるよう取組を進めます。 

 

テーマ３ 学び育つ 

障害のある子ども一人ひとりの障害特性に応じた支援と個別最適な学びを保障する教育

環境の整備を推進し、インクルーシブ教育の実践に取り組みます。 

障害のある人が、多様な生きがいや楽しみを得られるよう、スポーツ・レクリエーション活動

や文化・芸術活動を通した社会参加や交流機会の拡大を図ります。 

 

テーマ４ はたらく 

障害福祉課と産業振興課が協働して、関係機関と連携することにより、障害のある人に向

けた職業訓練機会の提供、きめ細かな職業マッチングの実施、就労相談、就労継続支援を行

うとともに、事業所への働きかけを行います。 
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Ⅳ 第７期松原市障害福祉計画及び 
第３期松原市障害児福祉計画 

１ 計画に掲げる成果目標 

（１）施設入所者の地域生活への移行 
【国の目標値】 〇施設入所者の地域生活への移行：令和４年度末施設入所者数の６％以上 

 〇施設入所者数の削減：令和４年度末の５％以上削減（大阪府：１．７％以上削減） 

項目 計画数値 備考 

令和４年度末時点の入所者数（Ａ） ７１人  

目標年度入所者数（Ｂ） ６９人 令和８年度末時点の入所者数の見込み 

【目標値】地域生活移行人数（Ｃ） 
５人 

令和４年度末からの施設入所から地域（グルー
プホーム等含む）への移行見込み 

７．０％ 移行割合（Ｃ／Ａ） 

【目標値】削減見込み（Ｄ） ２人 
令和４年度末時点から令和８年度末までの施設
入所者の削減数（Ａ－Ｂ） 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

国の基本指針 大阪府の考え方 
松原市の 
基準数値 

松原市の令和８年度末
目標値 

令和８年度末における精神障がい

者の精神病床から退院後１年以内

の地域における生活日数の平均を

３２５．３日以上とすること 

国の基本指針と同じ
国の基本指針と

同じ 
３２６日以上 

令和８年度末の精神病床１年以上の

長期入院患者数（６５歳以上、６５歳

未満）を設定する。 

国の基本指針に準ず

るが、６５歳以上・未

満の区別は設けない

府の考え方と同

じ 
１２５人 

令和８年度における早期退院率 

３か月後６８．９％以上 

６か月後８４．５％以上 

１年後９１．０％以上 

国の基本指針と同じ
国の基本指針と

同じ 

３か月後６８．９％以上 

６か月後８４．５％以上 

１年後９１．０％以上 

 
活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度

市町村ごとの保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数（回／年） ２回 ２回 ２回 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数（人／年） ２０人 ２０人 ２０人 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標

設定及び評価の実施回数（回／年） 

精神障害者が安心して生活していくために保健、医療及

び福祉関係者で連携体制の充実 

２回 ２回 ２回 

精神障害のある人の地域移行支援の利用者数 １人 １人 １人 

精神障害のある人の地域定着支援の利用者数 １人 １人 １人 

精神障害のある人の共同生活援助の利用者数 ５９人 ６７人 ７５人 

精神障害のある人の自立生活援助の利用者数 ０人 ０人 ０人 

精神障害のある人の自立訓練（生活訓練） ３人 ３人 ３人 
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（３）地域生活支援拠点等の充実 

国の基本指針 大阪府の考え方
松原市の 
基準数値 

松原市の 
令和８年度末目標値

令和８年度末までの間、各市町村において

地域生活支援拠点等の機能の充実のため、

コーディネーターの配置、地域生活支援拠

点等の機能を担う障がい福祉サービス事業

所等の担当者の配置、支援ネットワーク等に

よる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体

制の構築を進め、年１回以上、支援の実績等

を踏まえ運用状況を検証及び検討する。 

国の基本指針と

同じ 

国の基本指針と

同じ 

松原市地域自立支援

協議会を活用し、支援

ネットワーク等による

効果的な支援体制及

び緊急時の連絡体制

の構築と年１回以上地

域生活支援拠点等の

検証及び検討を実施 

令和８年度末までに強度行動障がい者に関

して、各市町村又は圏域において、支援ニー

ズを把握し、支援体制の整備を進める。 

国の基本指針と

同じ 

国の基本指針と

同じ 

強度行動障害者の支

援ニーズを把握し、支

援体制の整備 

【地域生活支援拠点等の機能の充実】 

活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域生活支援拠点の等の設置 １か所 １か所 １か所 

地域生活支援拠点等のコーディネーターの配置人数（人／年） １人 １人 １人 

地域生活支援拠点等の検証及び検討の実施回数（回／年） ２回 ２回 ２回 

【強度行動障害を有する者に対する支援体制の充実】 

活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

検証及び検討の実施回数について、年間の見込み数 ２回 ２回 ２回 

対象者の把握による名簿作成（登録者数） ５人 １５人 ２０人 
 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

国の基本指針 大阪府の考え方 
松原市の 
基準数値 

松原市の 
令和８年度末目標値 

一般就労への移行者数：令和３年度実

績の１．２８倍以上 

そのうち就労移行支援１．３１倍以上就

労継続支援Ａ型１．２９倍以上 

就労継続支援Ｂ型１．２８倍以上 

国の基本指針と同じ

国の基本指針と同じ 

（１９×１．２８＝２４．３）

（１２×１．３１＝１５．７） 

（３×１．２９＝３．８） 

（３×１．２８＝３．８） 

一般就労への移行者数２５人

うち就労移行支援１７人 

うち就労継続支援Ａ型４人

うち就労継続支援Ｂ型４人

就労移行支援事業利用終了者

に占める一般就労へ移行した者

の割合が５割以上の事業所：就

労移行支援事業所の５割以上 

就労移行支援事業利用終

了者に占める一般就労

へ移行した者の割合が５

割以上の事業所：就労移

行支援事業所の６割以上

― 

（市内に事業所が 

ないため） 

― 

（市内に事業所が 

ないため） 

就労定着支援事業の利用者数：令

和３年度末実績の１．４１倍以上 
国の基本指針と同じ （１８×１．４１＝２５．３） ２６人 

就労定着支援事業利用終了後

一定期間の就労定着率が７割以

上となる就労定着支援事業所の

割合：２割５分以上 

国の基本指針に加えて就

労支援のネットワークを

強化し、雇用、福祉等の関

係機関が連携した支援体

制の構築推進のため、協

議会（就労支援部会）等を

設けて取組を進める。 

府の考え方と同じ 

国の基本指針に加えて

就労支援のネットワーク

を強化し、雇用、福祉等

の関係機関が連携した

支援体制の構築を推進

するため、協議会等で取

組を進める。 

就労継続支援（Ｂ型）事業所にお

ける工賃の月額平均額 

個々の事業所が設定

した目標工賃を踏ま

えて大阪府が目標値

を設定する。 

１０，１８３円 １１，７０８円 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

国の基本指針 大阪府の考え方
松原市の 
基準数値 

松原市の 
令和８年度末目標値 

令和８年度末までに、児童発達支援セン

ターを各市町村に少なくとも１か所以上

設置する（圏域での設置も可）。 

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 
１施設 

令和８年度末までに、全ての市町村にお

いて障害児の地域社会への参加・包容
の（インクルージョン）推進体制を構築
する。 

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 

障害児通所支援事業所等とも

連携し、障害児の地域社会へ

の参加・包容の（インクルージ

ョン）推進体制を構築する。 

令和８年度末までに、主に重症心身障害

児を支援する児童発達支援事業所及び

放課後等デイサービス事業所を各市町

村に少なくとも１か所以上設置する。 

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 
４施設 

令和８年度末までに、各都道府県、各圏

域及び各市町村において、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関が連

携を図るための協議の場を活性化する。

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 

松原市地域自立支援協議

会の障害児部会の場を活

用し、協議の場を設ける。

令和８年度末までに、各都道府県、各圏

域及び各市町村において、医療的ケア児

等に関するコーディネーターを福祉関

係、医療関係各１名以上配置する。 

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 

福祉関係１名 

医療関係１名 

 
活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援

プログラム等の受講者数（保護者）及び実施者数（支援

者） （人／年）（人／年） 

６人 ６人 ６人 

０人 ０人 ０人 

ペアレントメンターの人数（人／年） ０人 ０人 ０人 

ピアサポートの活動への参加人数（人／年） ５人 ５人 ５人 

医療的ケア児等に関するコーディネー

ターの配置人数（人／年） 

医療関係 １人 １人 １人 

福祉関係 １人 １人 １人 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 
活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置の有無 有 有 有 

地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な

指導・助言件数（件／年） 
１４４件 １４４件 １４４件 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数（件／年） ２件 ２件 ２件 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数（回／年） １２件 １２件 １２件 

個別事例の支援内容の検証（回／年） ２回 ２回 ２回 

基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置 ２人 ２人 ２人 

松原市地域自立支援協議会における相談支援事業所の

参画による事例検討の実施（回／年）（社／年） 

２回 ２回 ２回 

８社 ８社 ８社 

松原市地域自立支援協議会の専門部会の設置（回／年） 
３部会 ３部会 ３部会 

９回 ９回 ９回 

【松原市の主な相談機関】 

・生活支援センターれいんぼう ・地域生活サポートセンターいこな 

・まつばらピアセンター（松原市社会福祉協議会） ・相談支援センターふたば 

・生活支援センターそうそう ・地域支援センターばんびーの 
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国の基本指針 大阪府の考え方 松原市 
松原市の 

令和８年度末目標値 

令和８年度末までに、各市町村におい
て、基幹相談支援センターを設置 

国の基本指針と

同じ 
１か所設置済 １か所設置済 

協議会における個別事例の検討を通じ

た地域サービス基盤の開発・改善等 

国の基本指針と

同じ 

国の基本指針と

同じ 

自立支援協議会における

個別事例の検討を通じ

て、地域課題を抽出し、解

決策について検討する。 

地域の相談支援体制の強化を図る体

制の確保 

国の基本指針と

同じ 

国の基本指針と

同じ 

自立支援協議会における

個別事例の検討を通じ

て、地域課題を抽出し、基

幹相談支援センターをは

じめとした相談支援事業

所との連携強化に努める。

 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

国の基本指針 
大阪府の 
考え方 

松原市の 
基準数値 

松原市の 
令和８年度末目標値 

令和８年度までに、自立支援審査支払等

システム等を活用し、請求の過誤を無く

すための取組や適正な運営を行っている

事業所を確保する取組等により、障害福

祉サービス等の質を向上させるための取

組を実施する体制を構築する。 

国の基本指針

と同じ 

国の基本指針

と同じ 

請求審査ソフトを活用し、チ

ェック機能の強化を図る 

また、事業所の指定、管理

部門と協力・連携し、適正な

指導監査等を実施する。 

 
活動指標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研

修その他の研修への市町村職員の参加人数 
５人 ５人 ５人 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結

果の共有する体制の有無及びその実施回数 
１２回 １２回 １２回 

障害福祉サービス事業所等に対する指導監査の結

果の共有の有無及びその実施回数 
２回 ２回 ２回 

 

（８）松原市子ども・子育て支援事業計画との連携 
「子ども・子育て支援事業計画」と調和を保ち、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニー

ズの把握やその提供体制の整備について、子育て支援施策と緊密に連携を図りながら、利用

量を見込み、その提供体制の整備に努めます。 
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２ 障害福祉サービス等の利用見込み 

（１）訪問系サービスの利用見込量 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①居宅介護 
（ホームヘルプ） 

利用者数（人／月） ３１５人 ３１７人 ３１９人

利用時間数（時間／月） 5,355 時間 5,389 時間 ５，４２３時間

②重度訪問介護 
利用者数（人／月） ７人 ７人 ７人

利用時間数（時間／月） １，６５９時間 １，６５９時間 １，６５９時間

③同行援護 
利用者数（人／月） ４５人 ４６人 ４７人

利用時間数（時間／月） １，１０３時間 １，１２７時間 １，１５２時間

④行動援護 
利用者数（人／月） ３４人 ３７人 ４１人

利用時間数（時間／月） ８５０時間 ９２５時間 １，０２５時間

⑤重度障害者等 
包括支援 

利用者数（人／月） ０人 ０人 ０人

利用時間数（時間／月） ０時間 ０時間 ０時間

⑥短期入所 
利用者数（人／月） ７７人 ８２人 ８７人

利用日数（人日分／月） ５３９人日 ５７４人日 ６０９人日

 

（２）日中活動系サービスの利用見込量 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①生活介護 
利用者数（人／月） ３１４人 ３１７人 ３２０人

利用日数（人日分／月） ６，２８０人日 ６，３４０人日 ６，４００人日

②自立訓練 
（機能訓練） 

利用者数（人／月） １人 １人 １人

利用日数（人日分／月） 17 人日 17 人日 17 人日

（生活訓練） 
利用者数（人／月） １4 人 １5 人 １6 人

利用日数（人日分／月） ２38 人日 ２55 人日 ２72 人日

③就労選択支援 
（新規） 

利用者数（人／月） １人 ２人

利用日数（人日分／月） １４人日 ２８人日

④就労移行支援 
利用者数（人／月） ４０人 ４１人 ４２人

利用日数（人日分／月） ７２０人日 ７３８人日 ７５６人日

⑤就労継続支援 
（Ａ型） 

利用者数（人／月） １１７人 １１８人 １１９人

利用日数（人日分／月） ２，２２３人日 ２，２４２人日 ２，２６１人日

⑥就労継続支援 
（Ｂ型） 

利用者数（人／月） ３７５人 ４０６人 ４３７人

利用日数（人日分／月） ６，７５０人日 ７，３０８人日 ７，８６６人日

⑦就労定着支援 利用者数（人／月） １６人 １７人 １８人

⑧療養介護 利用者数（人／月） １８人 １８人 １８人
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（３）居住系サービスの利用見込量 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①共同生活援助 利用者数（人／月） ２９１人 ３１６人 ３４１人

②施設入所支援 利用者数（人／月） ７２人 ７０人 ６９人

③自立生活援助 利用者数（人／月） ５人 ５人 ５人

 

（４）相談支援の利用見込量 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①計画相談支援 利用者数（人／月） ２４１人 ２４８人 ２５６人

②地域移行支援 利用者数（人／月） １人 １人 １人

③地域定着支援 利用者数（人／月） ３人 ３人 ３人

 

（５）障害児支援サービスの利用見込量 
 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①児童発達支援 
利用者数（人／月） １９０人 ２１６人 ２４５人

利用日数（人日分／月） 2,090 人日 2,376 人日 2,695 人日

②居宅訪問型 
児童発達支援 

利用者数（人／月） １人 １人 １人

利用回数（回／月） ５回 ５回 ５回

③放課後等 
デイサービス 

利用者数（人／月） ４２４人 ４７１人 ５２４人

利用日数（人日分／月） 5,512 人日 6,123 人日 6,812 人日

④保育所等訪問支援 
利用者数（人／月） ４人 ５人 ６人

利用回数（回／月） ８回 １０回 １２回

⑤障害児相談支援 利用者数（人／月） ２４人 ２６人 ２８人

 

（６）地域生活支援事業の見込み 

必須事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

①理解促進研修・啓発事業 実施状況 有 有 有

②自発的活動支援事業 実施状況 有 有 有

③相談支援事業    

障害者相談支援事業 箇所 ５箇所 ５箇所 ５箇所

基幹相談支援センター 実施状況 有 有 有

基幹相談支援センター等 
機能強化事業 

設置状況 有 有 有

住宅入居等支援事業 
（居住サポート事業） 

実施状況 有 有 有

④成年後見制度利用支援事業    

成年後見制度利用支援事業（人／年） 実利用者数 ６人 ６人 ６人

成年後見制度法人後見支援事業 実施状況 有 有 有
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⑤意思疎通支援事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話通訳者派遣事業 派遣件数（件／年） ６８６件 ６９２件 ６９８件

要約筆記者派遣事業 派遣件数（件／年） １５件 １５件 １５件

手話通訳者設置事業 設置人数（人／年） ２人 ２人 ２人

手話奉仕員養成研修事業 修了者数（人／年） ４０人 ４０人 ４０人

⑥日常生活用具給付等事業    

介護・訓練支援用具 給付件数（件／年） ９件 ９件 ９件

自立生活支援用具 給付件数（件／年） ３８件 ３８件 ３８件

在宅療養等支援用具 給付件数（件／年） ２８件 ２８件 ２８件

情報・意思疎通支援用具 給付件数（件／年） ３７件 ３７件 ３７件

排せつ管理支援用具 給付件数（件／年） 3,373 件 3,373 件 3,373 件

住宅改修費 給付件数（件／年） ４件 ４件 ４件

⑦移動支援事業 
利用実人数（人／年） ２８６人 ３３０人 ３７４人

総利用時間数（時間／年） ４４，３３０時間 ５１，１５０時間 ５７，９７０時間

⑧地域活動支援 

センター事業 

実施箇所数 ２箇所 ２箇所 ２箇所

利用実人数（人／年） ２０５人 ２０５人 ２０５人

 

任意事業 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴サービス事業 利用実人数（人／年） ７人 ８人 ８人

訪問入浴サービス事業 派遣件数（件／年） ７２０件 ８２５件 ８２５件

日中一時支援事業 利用実人数（人／年） ４７人 ４９人 ５１人

日中一時支援事業 利用回数（回／年） １，６５０回 １，８００回 １，９５０回

レクリエーション教室 
開催等事業 

実施回数（回／年） ７回 ７回 ７回

奉仕員養成研修事業 利用実人数（人／年） １０人 １０人 １０人

 

３ 計画の推進体制 
 計画を全庁的に推進するため、関係各課及び施策間の調整・連携を図ります。 

 各種団体・関係機関との緊密な連携を図るために定期的な情報提供、情報交換を行います。 

 「松原市障害者施策推進協議会」及び「松原市地域自立支援協議会」において定期的（年１回程

度）に施策・事業の進捗状況を報告し、点検・評価や課題の検討を行います。 

 本計画の推進に向けて、市民、各種団体、事業者、関係機関等へ計画の考え方や取組内容、進

捗状況について広く周知を図ります。 

 障害者が身近な場所で気軽に相談でき、必要なサービスにつなげていけるよう、情報提供体

制の充実を図ります。 

 利用者に適切なサービスが提供されるようサービス提供事業者に対して指導・援助を行い、サ

ービスの質の向上を図ります。



 

障害に関わる各種マーク等 
障害者のための国際シンボ

ルマーク（車いすマーク） 

障害のある方が利用しやすい建

築物や公共輸送機関であること

を示す、世界共通のマーク 

 

「白杖 SOS シグナル」 

普及啓発シンボルマーク 

白杖を頭上に掲げて SOS のシグ

ナルを示している視覚に障害のあ

る人を見かけたら、進んで声をか

けて支援しようという「白杖 SOS

シグナル」運動の普及啓発シンボ

ルマーク 

 

身体障害者標識 

（身体障害者マーク） 

肢体不自由であることを理由に

運転免許に条件を付された方が

車に表示するマーク 

 

聴覚障害者標識 

（聴覚障害者マーク） 

聴覚障害のあることを理由に運

転免許に条件を付された方が車

に表示するマーク 

 

障害者雇用支援マーク 

公益財団法人ソーシャルサービス

協会が障害者就労支援を認めた

企業・団体に対して付与する認証

マーク 

 

盲人のための国際シンボル

マーク 

視覚障害者の安全やバリアフリー

に考慮された建物・設備・機器な

どにつけられるマーク 

 

ヘルプマーク 

義足や人工関節使用者、内部障害

や難病、妊娠初期の方などが周囲

に配慮を必要としていることを知

らせるマーク 

 

耳マーク 

聴覚に障害があることを示し、配

慮を求める場合などに使用され

ているマーク 

 
松原市ヘルプカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原市では、令和３年に障害のある人等が、必要な配

慮を書き込み常に身につけておくことで、緊急時や災

害時、日常生活の中で困った時に、周囲の配慮や援助

を受けやすくするためにヘルプカードを作成しました。

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬法の理解促進

を目的としたマーク 

 

オストメイトマーク 

人工肛門・人工膀胱を増設してい

る人（オストメイト）のための設備

があることを表すマーク 

 

ハート・プラスマーク 

内部障害を視覚的に示し、理解と

協力を広げるために作られたマ

ーク 

 

 
編集・発行：松原市 福祉部 障害福祉課 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 

TEL 072-334-1550（代表） FAX 072-337-3007 
Email:syougaifukushi@city.matsubara.osaka.jp 


